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　次の方を対象に協力医療機関で胃がんリスク（ＡＢＣ）検診、大腸が
ん施設検診を実施します。
　胃がんリスク（ＡＢＣ）検診は胃がん集団検診、大腸がん施設検診は
大腸がん集団検診と重複受診できませんのでご注意ください。詳しくは、
対象者へ５月末～６月初めに送付する「胃がんリスク（ＡＢＣ）検診受
診券」、５月に送付する「がん検診受診確認票」をご覧ください。
○対　象　▽胃がんリスク（ＡＢＣ）検診＝４月１日現在で４０・４５・５０・
５５・６０・６５・７０歳の方▽大腸がん施設検診＝４月１日現在で４０歳以上
の方

担当 健康づくり課　1０４６（２５２）７２２５　5０４６（２５５）３５５０

　次の通り胃がん・大腸がん集団検診を実施します。
　なお、胃がん集団検診は胃がんリスク（ＡＢＣ）検診、大腸がん集団
検診は大腸がん施設検診と重複受診できませんのでご注意ください。
○受付時間　①③▽男性＝午前９時１５分～１０時▽女性＝午前１０時～１１時
②午前９時１０分～１１時④▽男性＝午前９時３０分～１０時１０分▽女性＝午
前１０時１０分～１１時（申込状況により変更あり）

○検査内容　▽胃がん＝問診、胃部Ｘ線間接撮影▽大腸がん＝便潜血反
応検査

○対象者　４月１日現在で４０歳以上の方
○受診料　▽胃がん＝千円▽大腸がん＝５００円
　※支払いは検診場所でお願いします。
○申込方法　５月２３日（木）～３０日（木）に電話、ファクスまたは直接
担当へ（定員になり次第締め切り）

担当 健康づくり課　1０４６（２５２）７２２５　5０４６（２５５）３５５０

　７４歳以下の対象者へ「各種がん検診、成人歯科健診、肝炎ウイルス検
診のお知らせ」の個別通知を５月中に送付します。７５歳以上の対象者へ
は、後期高齢者健康診査受診券の通知に同封して送付します。
　年齢などにより受診できる検診が異なるので、対象区分を確認してく
ださい。

担当 健康づくり課　1０４６（２５２）７２２５　5０４６（２５５）３５５０

　乳がん・子宮がん集団検診を実施します。「がん検診無料クーポン
券」が届いた方は、検診当日に必ず持参してください。
○と　き　８月２日（金）・５日（月）・２２日（木）・２４日（土）午
前９時１０分～９時２５分、午前１０時３０分～１０時４５分、午後１時～１時
１５分、午後２時～２時１５分
○ところ　市民健康センター
○申込方法　６月４日（火）～１２日（水）に電話、ファクスまたは直
接担当へ

【次の方は受診できません】
▽乳がん集団検診＝授乳中および断乳後６カ月が経過していない方、
今年度すでに乳がん施設検診を受診した方▽子宮がん集団検診＝妊娠
中～産後２カ月未満の方、今年度すでに子宮がん施設検診を受診した
方
担当 健康づくり課　1０４６（２５２）７２２５　5０４６（２５５）３５５０

子宮がん集団検診乳がん集団検診

問診・細胞診（頸部）問診・視触診・
Ｘ線撮影（１方向）

問診・視触診・
Ｘ線撮影（２方向）検査内容

２０歳以上の方５０歳以上で偶数年
齢の女性

４０歳～４８歳の偶数
年齢の女性

対象
（４月１日現在）

８００円２千円２，５００円受診料
毎年２年に１回２年に１回受診間隔

　地方税法の改正に伴い、平成３１年度国民健康保険税が変更となりま
す。平成３０年度以前の保険税には適用されません。平成３１年度国民健
康保険税納税通知書は６月中旬に送付します。
◆均等・平等割額の軽減対象拡大
　世帯主とその世帯に属する被保険者の所得金額の合計に応じて均等・
平等割額が軽減となりますが、２割・５割軽減の条件を変更し、対象
世帯が拡大します。

◆旧被扶養者減免期間の変更
　社会保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、社会保険
の被扶養者であった方（６５歳以上）が国民健康保険に加入する場合に
保険税の減免制度（旧被扶養者減免）があります。
　旧被扶養者減免における均等・平等割額の減免期間について、平成
３１年度からは資格取得後２年を経過する月までの間に変更となります。
　なお、所得割額については変更ありません。
担当 国保年金課　1０４６（２５２）７００３　5０４６（２５２）７０４３

検診日検診場所

６月１１日（火）①市公民館

６月１３日（木）・２１日（金）・２２日（土）、
７月１１日（木）・３１日（水）②市民健康センター

７月１日（月）③ひばりが丘南児童館

７月３０日（火）④北地区文化センター

　６月１日の「人権擁護委員の日」に合わせ、市では「特設人権相談
所」を開設します。同相談所ではいじめや差別などの人権侵害をはじ
め、家庭や隣近所のもめ事の相談なども受け付けます。気軽にご相談
ください。相談内容の秘密は堅く守られます。
○と　き　６月３日（月）午後１時３０分～４時
○ところ　市役所５階　５－２会議室
○費　用　無料
○申込方法　当日直接会場へ（事前に電話予約された方を優先）

人権擁護委員とは
　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱され、基本的人権の遵守や
啓発を目的として活動しており、市では毎月第２火曜日午後１時
３０分～４時に相談業務を行っています。
　市の人権擁護委員は次の皆さんです（敬称略）。
　前田勝義（緑ケ丘）、山本慶子（入谷）、堀田直美（小松原）、
瀬戸尚子（東原）、瀬戸晃（相模が丘）、大矢隆男（南栗原）、
山田由香（四ツ谷）

担当 広聴人権課　1０４６（２５２）８０８７　5０４６（２５２）０２２０

変更後変更前

総所得金額３３万円以下（変更なし）総所得金額３３万円以下７割軽減

総所得金額［３３万円＋２８万円×被
保険者数］以下

総所得金額［３３万円＋２７万５千円
×被保険者数］以下５割軽減

総所得金額［３３万円＋５１万円×被
保険者数］以下

総所得金額［３３万円＋５０万円×被
保険者数］以下２割軽減

各種がん検診などのお知らせ各種がん検診などのお知らせ

胃がんリスク（ＡＢＣ）検診・
大腸がん施設検診

胃がんリスク（ＡＢＣ）検診・
大腸がん施設検診

胃がん・大腸がん集団検診胃がん・大腸がん集団検診乳がん・子宮がん集団検診乳がん・子宮がん集団検診

特設人権相談特設人権相談

国民健康保険税
軽減対象拡大・旧被扶養者減免期間の変更

国民健康保険税
軽減対象拡大・旧被扶養者減免期間の変更


